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 新・人間裁判の第１６回口頭弁論での、小

山和弘さん（５６才・札幌市北区）の陳述で

す。 

  札幌市北区に住んでいる

小山和弘です。 

昭和３７年に札幌で生まれ

ました。父は私が生まれてす

ぐに亡くなりました。そのた

め、幼い頃から母と祖母との３

人での生活をしてきました。母の仕事での給

料と祖母の年金で私を高校卒業まで育ててく

れました。けっして裕福な暮らしではありま

せんでしたが高校卒業まで育ててくれた事に

感謝しています。 

 高校在学中はアルバイトをしてお金を貯め

て、自分で普通自動車免許を取得しました。

南区の東海第四高校を卒業後、北海道佐川急

便に入社しました。１年目は宅配ドライバー

兼倉庫での荷物の仕分けの仕事をしていまし

た。佐川入社２年目に会社負担で大型免許を

取りに行かせてもらえました。佐川急便には

大変お世話になりました。ただ、大型免許を

取ったら「今より待遇の良い会社がある」と

思い、佐川を辞めてトラックドライバーとし

て条件の良い会社に転職しました。その頃は

バブルで景気が良くてどこの職場でも給料は

毎月３０万円以上ありました。運転手仲間と

情報交換をしながら条件の良い会社があれば

会社を変えて仕事をする、そのような生活を

していました。 

自由に使えるお金もそれなりにあり、休日

には飲みに行ったり、友人と遊んだりと、充

実した楽しい日々を過ごしていました。 し

かし、38 歳位の頃に椎間板ヘルニアを患い

仕事ができなくなってしまいました。特に貯

金をしていたわけでもなく、収入も全く無く

なった私は困り果てて、このとき初めて生活

保護を申請し、治療に専念することにしまし

た。生活保護を受け始めて半年くらいで腰の

状態が良くなり仕事ができるようになったの

で私はすぐに生活保護から自立して、またト

ラックドライバーとして働き始めました。こ

のとき、生活保護制度が無かったら私はどう

なっていたでしょうか。本当に助かりました。 

それからもずっとトラック運転手の仕事を

していましたが 10 年位たった４７才の時、

無理がたたって腰のヘルニアが再発してしま

い、トラックの運転ができなくなりました。

またしても仕事に行けない状態になり、休み

がちになってしまい、収入がほとんど無くな

って家賃も払えず、滞納状態になってしまい

ました。そのため、住んでいたアパートのカ

ギを変えられてしまい、そのアパートに住む

ことが出来なくなってしまいました。当時の

職場も結局退職してしまいました。そのこと

を友人に話したところ、自分の部屋に止めて

くれて、生活と健康を守る会を紹介してもら

いました。守る会で新しいアパートを紹介し

てもらい、入居してすぐに生活保護を申請し

て受けることができました。この頃私は「と

りあえず今は生活保護を受けながら体を治し

て、働けるようになったらまたトラックに乗

りたい」と思っていました。 

しかし、病院に行くと「頚椎症」「黄色靭

帯骨化症」「突発性狭心症」と次々に病気が

発覚し、手術もしましたが、完全には治りま

せんでした。 

それでも、仕事をしたい気持ちは変わらず

マメにアルバイト情報誌を見て仕事に復帰で

きないか考えていましたが、年齢制限が４０

歳までとか４５歳までというのが多く、４８

歳の自分には厳しい現実でした。体調も若い

頃と違って回復するのも遅いし、元通りに運

転手として自立をするのは無理ではないか、

そう考えていた時に知り合いから声がかかり、

「月に２・３回でもいいから中古車販売店の 

mailto:seihoyokusurukai@herb.ocn.ne.jp
mailto:seihoyokusurukai@herb.ocn.ne.jp


の納車や書類の手続きを手伝ってくれないか」

と誘われて、現在のアルバイトをはじめまし

た。今も整形外科や脳神経外科などに通院し

ており、「頚椎症」「黄色靭帯骨化症」のた

めに、寒くなると左手がしびれてしまいます。

重いものは全く持てなくなりました。この状

態で運転手の仕事に復帰するのは難しいと思

いますので、今できる仕事としてこのアルバ

イトを続けています。 

 そう割り切っていても、「今の生活に満足

しているか？」と聞かれると返答に困ってし

まいます。現在、アルバイトは少ない時１か

月 2万円、多い時で 5万円位の収入しかあり

ません。もっと仕事をして稼いで生活保護か

ら自立できるくらい働きたいです。しかし、

今の体調だと、フルタイムで働く事はできま

せん。たりない分を生活保護費として支給さ

れていますが、昔のように自由に使えるお金

はほとんどありません。友人と外食をするこ

とも全く出来なくなりました。お金がないの

で誘われても断ってしまいます。そんなとき、

「たまぁには友人と外食をしたい」、「人と

して当たり前の生活を送りたい」そう頭をよ

ぎります。 

服が買いたくても古着品店などに年に2回

くらい行くのが精一杯です。新品の服を買い

たくても値段を見て諦める、我慢することが

とても悲しい気持ちになるので最初から新品 

の服は買いに行くことはなくなりました。 

 2013年から生活保護基準が引き下げられ、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額にしたら月に 1000円ほどの引き下げ

でした。「たかが 1000円」と思われるかも

しれません。基準が戻ったとしても、憲法 25

条が保障する「健康で文化的な最低限度の生

活」を送れるかというと、私はとてもそう思

いません。昔より消費税は上がっているし、

光熱費や食料品の値上げなどが私達の暮らし

を直撃しています。そうした中で、なぜ生活

保護費が「下がる」のでしょうか。生活する 

ためのお金が高くなっているのだから、生活 

保護費も「上がる」のが当然ではないでしょ

うか？ 

「健康で文化的な生活」とはなんでしょう

か？私は、「普通に暮らせる」ということだ

と思います。では、「普通に暮らす」とはど

ういうことでしょうか？私は、食事を 1日 3

食は取れていません。お金がないからです。

お金のやりくりをするために、食事はすべて

自炊でおこなっていますが、それでも足りず

に、1日２食の食事にして暮らしています。

これが今の私の生活です。 

私の努力がたりないのでしょうか？ 

 10月からまた生活保護基準が引き下げに

なります。今以上に苦しい生活をしなければ

ならないのでしょうか。あまりにも異常です。

金額を決めた人には、自分たちもこの金額で

生活してみてほしいです。 

 生活保護基準の引き下げを中止し、安心し

て暮らせる生活保護制度になることを望みま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


